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焼却灰等資源化業務委託契約書（案） 

 

尾張北部環境組合（以下「発注者」という。）と【     】（以下「受注者」という。）は、

発注者がごみ処理施設整備・運営事業の設計・建設工事、運営・維持管理業務、焼却灰等運搬業

務及び焼却灰等資源化業務を一括発注するごみ処理施設整備・運営事業（以下「本件事業」とい

い、当該ごみ処理施設を「本施設」という。）に関する基本契約、運営・維持管理業務に係る委託

契約（以下「運営・維持管理業務委託契約」という。）に基づき、以下の焼却灰等資源化業務委託

契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

（業務の委託）  

第１条 発注者は、本件事業に関して別に定めた「ごみ処理施設整備・運営事業 要求水準書（第

Ⅱ編 運営・維持管理業務編）」第６章の規定に従って、別紙１で定める業務（以下「本業務」

という。）を受注者に委託し、受注者はこれを受託する。  

２ 受注者は、本業務を、適用法令、本契約、基本契約、運営・維持管理業務委託契約、入札説明

書、入札説明書等に関する質問回答書（発注者が【●年●月●日、●月●日付】で公表したも

のを総称していう。）及び対面的対話に対する回答書（発注者が【●年●月●日付】で公表又は

受注者に回答したもの）、要求水準書（第Ⅱ編 運営・維持管理業務編）及び事業提案書に従っ

て遂行しなければならない。  

３ 受注者は、本業務の全部又は一部を第三者へ委任、又は請け負わせてはならない。  

４ 受注者は善良なる管理者の注意義務をもって本業務を遂行し、本業務に関連して受注者の責

めに帰すべき事由により発注者に損害が発生した場合には、これを賠償しなければならない。  

  

（委託料の支払い）  

第２条 発注者は、受注者に対する本業務に関する委託料（以下「本件委託料」という。）を、運

営・維持管理業務委託契約に基づく運営業務委託費の一部として、同契約の規定に従って運営・

維持管理業務に係る運営事業者（以下「運営事業者」という。）に支払う。受注者は、受注者及

び運営事業者の間で締結する付属契約において、運営事業者に対し、本件委託料を受注者に代

わって受領する権限を付与するものとし、運営事業者から本件委託料を受領するものとする。

発注者及び受注者は、発注者が運営業務委託費を運営事業者に支払った時点で、発注者の受注

者に対する本件委託料支払義務の履行が完了し、発注者が免責されることを確認する。  

２ いかなる場合であっても、本件委託料の支払いは前項の方法のみにより、受注者は発注者に

対して、直接本件委託料の支払いを請求してはならないものとし、受注者はこれに同意する。  

  

（本業務にかかる増加費用及び損害）  

第３条 本業務に関連して発生した増加費用及び損害の負担については、運営・維持管理業務委

託契約の規定に定めるところによる。  

２ 本業務に関連して受注者に増加費用又は損害が発生した場合であって、運営・維持管理業務

委託契約上、発注者が運営事業者に対してかかる増加費用又は損害を負担することとされてい

る場合、発注者はかかる増加費用又は損害の負担部分を運営事業者に支払うものとする。発注

者及び受注者は、発注者が当該増加費用又は損害の負担部分を運営事業者に支払った時点で、

発注者の当該増加費用又は損害の負担部分に関する一切の支払義務の履行が完了し、発注者は

運営事業者及び受注者に何らの責任は負わず、発注者が免責されることを確認する。かかる増



加費用又は損害のうち、本契約又は付属契約上運営事業者が負担することとされているものに

ついては、本項前段に従い発注者が運営事業者に支払った金額からその範囲内において運営事

業者が受注者に後払いにて支払うものとする。  

３ 本業務に関連して受注者に発生した増加費用又は損害の発注者による負担方法については、

前項の方法のみにより、受注者は発注者に対して、直接当該増加費用又は損害の支払を請求し

てはならないものとし、受注者はこれに同意する。  

４ 基本契約、運営・維持管理業務委託契約及び本契約に基づく場合を除き、発注者は本業務に

関連して発生した増加費用及び損害を一切負担しないものとする。  

  

（許認可、届出等）  

第４条 受注者は、本業務を履行するために必要とされる許認可及び届出等（以下「許認可等」

という。）について、自らの費用と責任で許認可等を申請し、これを受け、これを維持しなけれ

ばならない。ただし、発注者及び運営事業者が取得、維持又は提出すべき許認可等は除く。  

２ 受注者は、発注者及び運営事業者からの要請がある場合は、発注者による許認可等の取得、

維持又は提出に必要な資料の提出、その他について発注者及び運営事業者に最大限協力しなけ

ればならない。  

３ 本契約締結時に受注者は以下の書類の写しを発注者及び運営事業者へ提出しなければならな

い。なお、許認可等に変更があった場合は、受注者は速やかにその旨を発注者及び運営事業者

に通知するとともに、変更後の書類を発注者及び運営事業者に提出しなければならない。  

(1) 本業務の履行のために必要な許認可等 

(2) 焼却灰等の資源化方法 

(3) その他発注者が運営事業者に対し、本業務に関して開示を求めたもののうち、運営事業者

が受注者に対し提出を求めるもの  

４ 発注者及び受注者は、本業務に関する焼却灰等の資源化施設の許可内容及び計画処理量が別

紙２のとおりであることを確認する。別紙２の記載内容に変更があった場合は、受注者は速や

かにその旨を発注者及び運営事業者に通知しなければならない。  

  

（業務の調査）  

第５条 発注者は、本施設から排出される廃棄物の処理が適正に行われるよう、受注者に対して

必要な指示ができるものとし、受注者はこれに従うものとする。 

２ 発注者は、前項の他、必要に応じて受注者の業務の履行状況等について、調査又は報告を求

めることができるものとし、受注者は自己の費用負担でこれに従わなければならない。 

  

（本件事業の協力）  

第６条 受注者は、運営事業者による本件事業の実施のうち本業務に関連する事項について、運

営事業者に対して必要な協力を行うものとする。  

 

（付属契約の締結）  

第７条 本業務の具体的な内容及び遂行方法、対価の支払方法、増加費用又は損害の負担方法等

については、受注者及び運営事業者の間で締結する付属契約に定めるものとし、受注者は付属

契約締結後、速やかにその写しを発注者に提出しなければならない。受注者は、付属契約に従

い、本業務を遂行するものとする。  

  



（法令等変更）  

第８条 受注者は、本契約の締結日以降、法令等（法律、命令、条例、規則、行政指導、ガイドラ

イン、裁判所の判決、決定、命令、仲裁判断その他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等

を含む（税制に関するものを含むがこれに限られない。）。以下本条において同じ。）が変更（新

設の場合を含むがこれに限られない。）されたことにより、本契約にかかる自らの義務の履行が

できなくなった場合、速やかにその内容の詳細を、書面で発注者及び運営事業者に通知しなけ

ればならない。この場合、受注者は､法令等の変更が発生した日以降、当該法令等の変更により

履行ができなくなった義務について、本契約に基づく履行義務を免れる。  

２ 発注者及び受注者は、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めな

ければならない。  

３ 発注者は、運営事業者に対する運営業務委託費の支払いにおいて、受注者が履行義務を免れ

た義務について、受注者が当該免除によって免れた費用を控除し、受注者が実際に行ったその

他の業務内容に応じた運営業務委託費の支払いをすることができる。  

４ 受注者は、本契約の締結日以降、法令等が変更されたことにより、本業務に関して合理的な

追加費用が発生した場合、発注者及び運営事業者に対して当該法令等の変更に伴う費用の詳細

を報告し、追加費用の負担方法等について発注者と協議することができる。  

５ 前項の規定による協議が、協議開始の日から 60 日以内に整わない場合、発注者及び受注者

は、以下の負担割合に応じて費用を負担する。  

法令等の変更 発注者負担割合  受注者負担割合  

本事業に直接関連する法令等の変更によるもの 100% 0% 

上記以外の法令等の変更に関するもの 0% 100% 

６ 前２項の場合、必要に応じて、発注者は、運営事業者と協議の上、要求水準書（第Ⅱ編 運

営・維持管理業務編）、長期運営実施計画書、年間運営実施計画書及び運営マニュアルの改訂等

を行う。  

７ 法令等の変更により本件事業の継続が不能となった場合、過分の追加費用を要することとな

った場合、又は前項の協議が協議開始の日から 60 日以内に整わないときは、発注者は本契約の

全部又は一部を解除することができる。発注者は、本項に基づき本契約の全部又は一部を解除

し、当該解除により受注者に損害が生じる場合には、発注者が損害と認めるもののみを賠償す

る。  

  

（不可抗力） 

第９条 不可抗力（暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、伝染病

の流行その他の自然的又は人為的な事象（設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準

を超えるものに限る。）で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものをいい、

本施設の契約不適合は含まれない。以下本条において同じ。）により、いずれかの当事者が本契

約を履行できなくなったときは、その旨を直ちに相手方に通知しなければならない。  

２ 前項の規定による通知を行った当事者は、通知日後に、かかる不可抗力の事由が治癒し、本

契約の履行の続行が可能となる時まで、本契約上の履行期日における履行義務を免れるものと

し、相手方当事者についても同様とする。ただし、発注者及び受注者は、不可抗力により相手

方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。  

３ 発注者は、運営事業者に対する運営業務委託費の支払いにおいて、受注者が履行義務を免れ

た義務について、受注者が当該免除によって免れた費用を控除し、受注者が実際に行ったその

他の業務内容に応じた運営業務委託費の支払いをすることができる。  



４ 第１項の通知がなされた場合、必要に応じて、発注者は、運営事業者と協議の上、要求水準

書（第Ⅱ編 運営・維持管理業務編）、長期運営実施計画書、年間運営実施計画書、運営マニュ

アルの改訂等を行う。  

５ 不可抗力により本件事業の継続が不能となった場合、過分の追加費用を要することとなった

場合、又は前項の規定による協議が、協議開始の日から 60 日以内に整わないときは、発注者は

本契約の全部又は一部を解除することができる。発注者は、本項に基づき本契約の全部又は一

部を解除し、当該解除により受注者に損害が生じる場合には、発注者が損害と認めるもの（保

険等によりてん補された部分を除き、また、逸失利益を含まない。）のみを賠償する。  

  

（本業務期間中における第三者に及ぼした損害）  

第１０条 受注者は、本業務の履行により第三者に損害を及ぼした場合、その損害を当該第三者

に対して賠償しなければならない。  

  

（契約保証金）  

第１１条 受注者は、運営期間における各事業年度に関し、当該事業年度の開始日までに、次の

各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお、第５号の場合においては、その

保険証書を発注者に寄託しなければならない。  

(1) 契約保証金の納付  

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等（利付国債又は愛知県公債）の提供  

(3) 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行等（出資の受入れ、

預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和 29年法律第 195号）に規定する金融機関）又

は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第

２条第４項に規定する保証事業会社をいう。）の保証  

(4) 本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証  

(5) 本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結  

２ 本契約期間中、前項の保証にかかる契約保証金の額、保証金額又は保険金額（以下「保証の

額」という。）は、常に焼却灰等資源化保証対象額（年度ごとの本件委託料の１０分の１に相当

する金額をいう。）以上としなければならない。  

３ 第１項の規定により、受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該保

証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第５号に掲げ

る保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。  

４ 焼却灰等資源化保証対象額の変更があった場合には、保証の額が変更後の焼却灰等資源化保

証対象額に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の

減額を請求することができる。  

５ 受注者が本契約に基づき発注者に対する損害金、又は違約金の支払債務を負担するときは、

発注者は、本条に基づき差し入れられた契約保証金又はこれに代わる担保等をもって、これに

充当することができるものとする。 

６ 契約保証金には利子を付さない。 

 

（契約の終了） 

第１２条 基本契約又は運営・維持管理業務委託契約が解除その他の事由（有効期間の満了を除

く。）により終了した場合、本契約及び付属契約も当然に終了するものとする。  



２ 前項に定める場合の他、次の各号のいずれかに該当する場合、発注者は本契約を解除するこ

とができる。本契約が解除された場合、付属契約は当然に解除されたものとする。  

(1) 受注者の責めに帰すべき事由により、発注者の通告にもかかわらず、受注者が本施設につ

いて、運営マニュアル又は年間運営実施計画書に従った本業務を行わないとき。  

(2) 受注者が本契約の条項に違反し、かつ発注者が相当期間を定めて催告しても当該違反が治

癒されないとき。  

(3) 受注者が発注者に提出する書類に虚偽記載を行ったとき。  

(4) 受注者が本業務を放棄したとき。  

(5) 受注者が破産、会社更生、特別清算若しくは民事再生法（平成１１年法律第２２５号）そ

の他の倒産法制上の手続について取締役会若しくは権限ある他の機関でその申立てを決議し

たとき又はかかる手続の申立てが行われたとき。  

(6) 受注者が地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号に規定

するものに該当することとなったとき。  

(7) 受注者が重大な法令等に違反したとき。  

(8) 受注者に仮差押、差押、仮処分、強制執行、競売又はこれらに類似した手続の申立てがあ

ったとき。  

(9) 受注者の租税公課について、滞納処分若しくは保全差押えを受けたとき又は租税公課を滞

納して督促を受けたとき。  

(10) 受注者の手形若しくは小切手の不渡り・支払停止があったとき、又は手形交換所の取引停

止処分若しくはその警告を受けたとき。  

(11) 受注者が解散、事業譲渡、営業廃止、合併、株式交換、株式移転、会社分割又は重要な資

産譲渡について取締役会又は権限ある他の機関で決議をしたとき。ただし、かかる決議によ

っても、受注者による本契約に基づく義務の履行に支障がないと発注者が合理的に判断した

場合はこの限りではない。  

(12) 受注者が本業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許可若しくは登録等を取り

消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。  

(13) 受注者が次のいずれかに該当するとき。  

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員

又はその支店若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表をいう。以下この号にお

いて同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下この号において｢暴力団員｣という。）であると認め

られたとき。  

ロ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。）又は暴力団員が経営に実

質的に関与していると認められるとき。  

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える

目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等を行ったと認められるとき。  

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接

的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは、関与していると認められる

とき。  

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる

とき。  



ヘ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手がイからホまで

のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。  

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契

約その他の契約の相手方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者

に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。  

３ 前２項に基づいて本契約が終了した場合、発注者はこれにより損害が生じたときは、受注者

に対してその損害の賠償を請求することができるものとし、本件委託料の精算等は、運営・維

持管理業務委託契約の規定に従って発注者及び運営事業者の間で行い、運営事業者受注者間の

精算等は運営事業者及び受注者の間で行う。受注者はかかる精算を直接発注者に請求できない

ものとする。 

４ 本条の規定により、本契約が終了する場合においても、本契約終了前に発注者から引渡しを

受けた焼却灰等にかかる本業務を受注者が完了していない場合で、かつ発注者が必要と認めた

ときは、完了していない部分については完了させた後に本契約が終了するものとする。  

５ 本条の定めに従って本契約が終了する場合を除き、受注者は発注者の事前の書面による承諾

を得なければ付属契約を解除又は変更してはならない。  

６ 受注者は、第２項に定める事由が発生した場合には、速やかに発注者に書面により通知しな

ければならない。  

  

（秘密保持義務）  

第１３条 発注者及び受注者は、本契約の履行以外の目的で業務の処理上知り得た秘密を使用し

てはならず、かかる秘密情報を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除さ

れた後においても、同様とする。  

２ 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。  

(1) 本契約で公表、開示等することができると規定されている情報  

(2) 開示の時に公知である情報  

(3) 他の当事者から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報  

(4) 他の当事者に対する開示の後に、発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできな

い事由により公知となった情報  

(5) 発注者及び受注者が、本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意

した情報  

３ 第１項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲げる場合には、他の当事者

の承諾を要することなく、他の当事者に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示

することができる。ただし、当該他の当事者に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係

当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。  

(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負う者に開示する場合  

(2) 尾張北部環境組合情報公開条例（平成２９年尾張北部環境組合条例第６号）等の法令に従

い開示が要求される場合  

(3) 裁判所等の権限ある官公署の命令に従う場合  

(4) 発注者及び受注者につき守秘義務契約を締結した発注者の事業者選定支援等業務受託者及

び運営事業者に開示する場合  

(5) 本件事業の実施に必要な範囲で、発注者の関係機関及び関係者に開示する場合  



(6) 発注者が本施設の運営に関する業務を受注者以外の第三者に委託する場合において当該第

三者に開示するとき、又はかかる第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に

開示する場合  

  

（優先関係）  

第１４条 運営・維持管理業務委託契約、基本契約、本契約及び付属契約との間に矛盾又は齟齬

が存在する場合、運営・維持管理業務委託契約、基本契約、本契約、付属契約の順にその解釈

が優先するものとする。 

  

（権利義務の譲渡の制限）  

第１５条 発注者及び受注者は、事前に他の当事者の書面による承諾を得た場合を除き、本契約

上の地位又は本契約に基づいて生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担

保の目的とすることはできないものとする。  

  

（契約の変更）  

第１６条 本契約は発注者及び受注者の書面による合意によってのみ変更することができるもの

とする。なお、基本契約に基づく運営事業者の業務・責任の内容・範囲等に関し、基本契約に

おいて追加・変更等が行われた場合、本契約及び付属契約に基づく受注者の業務・責任の内容・

範囲等もこれに応じて追加・変更するために、本契約及び付属契約の変更を行う。  

  

（準拠法）  

第１７条 本契約は、日本国の法令等に準拠するものとし、日本国の法令等に従って解釈する。  

  

（管轄裁判所） 

第１８条 本契約に関する紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とす

る。 

  

（契約外の事項）  

第１９条 本契約に定めない事項、または、本契約について疑義が生じた事項については、必要

に応じて発注者及び受注者で協議し、定めるものとする。  

  

  

（以下本頁余白） 

  



本契約の証として本書２通作成し、当事者記名捺印の上、各自１通を保有する。  

 

 

 

 

 

令和●年●月●日  

   

発注者：愛知県江南市赤童子町大堀 90（江南市役所内）

    尾張北部環境組合 管理者 澤 田 和 延 

   

受注者：  [住所]  

  [名称]  

  [代表者氏名]   



別紙１  

   

受注者の業務範囲は以下のとおりとする。  

  

１．焼却灰等資源化業務  

  

１）[本施設の稼働に伴い発生する焼却灰等の受入]  

２）[焼却灰等の資源化] 

３）[本施設からの排出量、有効利用先、有効利用方法及び有効利用量等についてのモニタリ

ング] 

  

  



別紙２  

  

焼却灰等の資源化に必要な許可内容その他の事項 

  

１．焼却灰等の資源化施設  

施設名称 施設の所在地 焼却灰等の種類 資源化の方法 許可番号 有効期限 

            

            

  

２．計画処理量  

年度  

 計画処理量（ｔ／年）   

[焼却灰等の種類]  [焼却灰等の種類]  合計  

令和１０年度        

令和１１年度        

令和１２年度        

令和１３年度        

令和１４年度        

令和１５年度        

令和１６年度        

令和１７年度        

令和１８年度        

令和１９年度        

令和２０年度        

令和２１年度        

令和２２年度        

令和２３年度        

令和２４年度        

令和２５年度        

令和２６年度        

令和２７年度     

令和２８年度     

令和２９年度     

 


